












宇佐市内事故0をめざす！！

宇佐自動車学校

 安全親切な教習を約束します。高齢者講習の方もお越し下さい。

入校日 毎週火曜日・金曜日 17：15～、１・３土曜日 10：45～
持ち物 免許所持者は免許、ない方は住民票（本籍記載）
 印鑑・料金（くわしくはお電話ください）

宇佐市長洲2400   Tel 0978-38-2111

教習車種　普通・中型（8t解除）・普通二輪



不用品回収ならワタナベリサイクル
・生前整理   ・遺品整理   ・引っ越し時   ・家屋解体前
・大掃除後   ・納屋   ・倉庫片付け   ・粗大ごみの片付け…etc

軽トラック1台6,000円～
お見積り無料　お気軽にお電話ください。
電話 0 9 0 - 8 3 5 6 - 4 7 9 1

宇佐市尾永井443-4　電話 0978-25-4706　代表 渡邊 幸策







⎜ 広報うさ

所得が低い方のための対策として、均等割額と平等割額の軽減対象が拡大されました。

☎ 問合せ　国民健康保険税について…税務課 市税係（内線 205）
　　　　　 後期高齢者医療保険料について…県後期高齢者医療広域連合（097-534-1771）

② 後期高齢者医療保険料（平成 28・29 年度）

保険料率、賦課限度額とも平成 26・27 年度と同じです（２年ごとに見直しを行っています）。

所得割率 均等割額 賦課限度額

9.52％ 48,500 円 57 万円
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税率は変更ありませんが、賦課限度額（年間の保険税の限度額）が改正されました。

① 国民健康保険税（平成 28 年度）

所得割率 均等割額 平等割額

医療保険分 9.00％ 23,500 円 18,500 円

後期高齢者支援分 2.90％   7,000 円   5,100 円

介護保険分 2.81％   8,300 円   4,500 円

● 保険税率

改正前 改正後

医療保険分 52 万円 54 万円

後期高齢者支援分 17 万円 19 万円

介護保険分 16 万円

● 賦課限度額

● 保険料率・賦課限度額

③ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置拡大について

５割軽減の判定所得基準額
  （改正前）33 万円＋26 万円×世帯の被保険者数

※
 → （改正後）33 万円＋26.5 万円×世帯の被保険者数

※

２割軽減の判定所得基準額
  （改正前）33 万円＋ 47 万円×世帯の被保険者数

※
 → （改正後）33 万円＋ 48 万円×世帯の被保険者数

※

※注意…国民健康保険税については、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方を含みます。




























